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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品の表面を撮像する撮像装置１と、前記撮像装置１で撮像した画像を取り込む画像処
理装置３を備え、
　前記画像処理装置３は、第１・第２・第３・第４・第５の画像処理部を有し、
　その第１の画像処理部は、取り込んだ画像の明るい部分と暗い部分の輝度差を判定基準
値と比較して評価し、
　前記第２の画像処理部は、取り込んだ画像の明るい部分と暗い部分の輝度差の割合を判
定基準値と比較して評価し、
　前記第３の画像処理部は、取り込んだ画像を複数の検査ブロックに分割し、その検査ブ
ロック毎の輝度差を算出し、輝度差閾値以上の輝度差を有する検査ブロックの数を判定基
準値と比較して評価し、
　前記第４の画像処理部は、取り込んだ画像を複数の検査ブロックに分割し、その検査ブ
ロック毎の平均輝度に基づいて最大平均輝度差を算出し、その最大平均輝度差を判定基準
値と比較して評価し、
　前記第５の画像処理部は、取り込んだ画像の複数の小領域毎の輝度尖度を算出し、その
最も大きな輝度尖度を判定基準値と比較して評価し、
　前記画像処理装置３は重みつけ部を有し、
　この重みつけ部は、前記各画像処理部の評価の値に、重みつけである係数を乗じ、その
係数を乗じた評価の値を総合して物品の良品、不良品の判定を行うことを特徴とする物品
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の外観検査装置。
【請求項２】
　重みつけ部は、前記各画像処理部で検出した評価の値に、重みつけである係数を乗じ、
　その係数を乗じた値をそれぞれ判定部で加算し、その加算した値と最終的な判定基準値
とを比較して、良品・不良品の判定を行う請求項１記載の物品の外観検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品、特に押出機により押出し成形されたアルミ押出形材の表面に発生した
外観欠陥を検査する物品の外観検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルミ押出形材は、アルミニウム又はアルミニウム合金を素材として押出機によって押
出し成形されたもので、建具などに広く用いられている。
　このアルミ押出形材の表面には外観欠陥が生じることがあり、その外観欠陥の程度によ
っては、そのアルミ押出形材の表面状態が悪く、製品として用いることができない場合が
ある。このために、アルミ押出形材の表面に製品として用いることができない程度の外観
欠陥があるかを検査し、その外観欠陥があるアルミ押出形材を不良品とする必要がある。
　従来は、アルミ押出形材の表面状態を作業者が目視することで、そのアルミ押出形材の
表面に生じた外観欠陥を検査し、その外観欠陥によってアルミ押出形材の表面状態が製品
として用いることができないと判断した場合には、そのアルミ押出形材を不良品としてい
る。
　しかし、作業者による目視での外観検査では、その作業者の熟練度の差などによって製
品として用いることができない不良品とする判断の違いがあり、検査結果が作業者によっ
て異なり、不良品の判定がばらばらで信頼性の面で十分でなかった。
【０００３】
　そこで、アルミ押出形材の外観検査を機械化した外観検査装置が特許文献１に開示され
ている。
　このアルミ押出形材の外観検査装置は、押出機によって押出し成形された直後のアルミ
押出形材の表面をカメラで撮像し、その画像を画像処理することで外観欠陥の程度を検出
し、その外観欠陥の程度によって不良品と判定する装置である。
　具体的には、アルミ押出形材の表面を撮像した画像を、押出し方向に直交する主走査方
向及び押出し方向に平行な副操作方向にそれぞれ所定の幅を有する小領域に分割し、その
うち少なくとも２つの小領域の平均濃度を比較し、最大と最小の平均濃度差の絶対値を記
憶し、その濃度差と予め定めた基準値とを比較し、基準値以上の時に不良品と判定する装
置である。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－０６１３１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した従来の外観検査装置は、ストリークと称される押出し方向に沿って色調の異な
る帯状模様の外観欠陥の検査に有効である。
　しかし、アルミ押出形材の表面に生じる外観欠陥は、前述のストリークだけではなく、
他の外観欠陥も生じる。
　例えば、ダイスマーク、肌荒れと称される外観欠陥が生じる。
【０００６】
　この、ダイスマーク、肌荒れと前述のストリークと称される外観欠陥による表面状態の
良し悪しは、前述した作業者による目視での外観検査でそれぞれ検出できるが、従来の外
観検査装置ではダイスマーク、肌荒れと称される外観欠陥による表面状態の良し悪しを検
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出できないことがある。
【０００７】
　また、前述した従来の外観検査装置のように、画像処理して得た濃度差と基準値の比較
結果による良品、不良品の判定では、良品、不良品を確実に選定できないことがある。例
えば、前述したように画像処理による良品、不良品の判定と、作業者による目視での外観
検査による良品、不良品の判定が一致しないことがあり、外観検査装置では良品と判定し
た物品でも作業者の目視による外観検査では不良品と判定されたり、このことは反対に不
良品と判定した物品を良品と目視により判定されたりすることがある。
【０００８】
　本発明の目的は、確実に良品、不良品を選定できると共に、物品の表面に生じた種々の
外観欠陥、例えばアルミ押出形材の表面に生じるようなストリーク、ダイスマーク、肌荒
れと称される外観欠陥による表面状態の良し悪しを検出できるようにして表面状態が製品
として使用できない程度のアルミ押出形材を不良品として検出できるようにした物品の外
観検査装置とすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、物品の表面を撮像する撮像装置１と、前記撮像装置１で撮像した画像を取り
込む画像処理装置３を備え、
　前記画像処理装置３は、第１・第２・第３・第４・第５の画像処理部を有し、
　その第１の画像処理部は、取り込んだ画像の明るい部分と暗い部分の輝度差を判定基準
値と比較して評価し、
　前記第２の画像処理部は、取り込んだ画像の明るい部分と暗い部分の輝度差の割合を判
定基準値と比較して評価し、
　前記第３の画像処理部は、取り込んだ画像を複数の検査ブロックに分割し、その検査ブ
ロック毎の輝度差を算出し、輝度差閾値以上の輝度差を有する検査ブロックの数を判定基
準値と比較して評価し、
　前記第４の画像処理部は、取り込んだ画像を複数の検査ブロックに分割し、その検査ブ
ロック毎の平均輝度に基づいて最大平均輝度差を算出し、その最大平均輝度差を判定基準
値と比較して評価し、
　前記第５の画像処理部は、取り込んだ画像の複数の小領域毎の輝度尖度を算出し、その
最も大きな輝度尖度を判定基準値と比較して評価し、
　前記画像処理装置３は重みつけ部を有し、
　この重みつけ部は、前記各画像処理部の評価の値に、重みつけである係数を乗じ、その
係数を乗じた評価の値を総合して物品の良品、不良品の判定を行うことを特徴とする物品
の外観検査装置である。
【００１３】
　本発明においては、重みつけ部は、前記各画像処理部で検出した評価の値に、重みつけ
である係数を乗じ、
　その係数を乗じた値をそれぞれ判定部で加算し、その加算した値と最終的な判定基準値
とを比較して、良品・不良品の判定を行うことが好ましい。
【００１４】
　このようにすれば、重みつけ部２０で複数の画像処理部の評価に重みつけを行うときは
、評価の値に係数を乗じ、各画像処理部の評価の値に係数を乗じた値を加算して、最終的
な判定基準値と比較して良品、不良品の判定をするので、重みつけによって評価が判定に
与える影響を変更でき、これによって、確実な外観欠陥の検出及び目視と同等の検査が可
能となる。
　さらに、外観欠陥の種類を特定することが可能となる。
【００１５】
　本発明における評価につける重みは、その評価をする画像処理部ごとに、その評価が物
品の外観に与える影響度によって決定することが好ましい。
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　例えば、影響度が大きい評価には、その評価の値に大きな係数を乗じて、その評価を重
要なものとし、影響度が小さい評価には、その評価の値に小さな係数を乗じて、その評価
を軽いものにする。
　このようにすることで、各係数を乗じた値を加算した値が、目視による検査の場合の判
定順と同様になるから、目視と同様の検査が可能となる。
【００１６】
　前述の物品の外観に与える影響度とは、外観欠陥の目立ち易さ、物品の後処理工程によ
って見えづらくなるか、ならないかの外観欠陥などである。
【００１９】
　本発明においては、物品の撮像する部分の表面を照らす照明装置２を備え、前記照明装
置２は複数の照明具２ａを備え、その各照明具２ａは光を照射する向きをそれぞれ調整可
能であることが好ましい。
【００２０】
　このようにすれば、アルミ押出形材の表面の段差に応じて高い部分と低い部分に正しく
光を当てることができ、段差がある表面の表面状態を正確に検査できる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、複数の画像処理部のそれぞれの判定基準値で評価されたものに重みつ
けをして製品として使用できない表面状態であるかを検査するので、確実に良品、、不良
品を選定できるとともに、目視と異なり、判定が一定基準でできる効果がある。さらに、
特にアルミ押出形材においては、ストリーク、ダイスマーク、肌荒れと称される外観欠陥
を確実に選定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１に示すように、撮像装置１と照明装置２と画像処理装置３で外観検査装置としてあ
る。
　押出機４でアルミ押出形材５が矢印方向に沿って押出し成形される。このアルミ押出形
材５が検査対象の物品である。
　前記撮像装置１はアルミ押出形材５の表面を撮像する。例えばラインセンサカメラで、
アルミ押出形材５の表面における押出し方向と直角な方向を撮像する。
　前記照明装置２はアルミ押出形材５の表面を照らす。例えば、ＬＥＤで前記アルミ押出
形材５の表面における撮像装置１による撮像部分に光を当てる。
　前記画像処理装置３は、撮像装置１が撮像したアルミ押出形材５の表面の画像を取り込
む画像取込部６と、その取り込んだ画像を前処理する前処理部７と、前処理した画像に基
づき画像処理として判定基準値と比較して評価する複数の画像処理部１０と、この複数の
画像処理部１０の評価に重みをつける重みつけ部２０と、この重みをつけた結果に基づき
検査対象物であるアルミ押出形材５の表面の外観欠陥の程度（つまり、表面状態）を類推
して物品の良品、不良品を判定する判定部３０と、その判定結果などを表示するモニタ４
０を備えている。
【００２３】
　前記画像処理部１０は取り込んだ画像に基づき演算する演算部８と、その演算結果と判
定基準値を比較して評価する評価部９を備えている。
　この実施の形態では５つの画像処理部、例えば第１～第５画像処理部１０１～１０５を
備えている。
【００２４】
　前記撮像装置１は押出機４の押出し側の位置に配置され、アルミ押出形材５の押出し直
後の部分の表面を撮像し、その画像は直ちに画像処理装置３に送られる。
　これによって、押出し成形されたアルミ押出形材を直ちに外観検査することができるの
で、画像処理装置３が不良品と判定した場合に直ちに押出機４を停止等することで不良品
の発生をより少なくすることができる。
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　なお、撮像装置１の配置位置は前述の位置に限ることはなく、アルミ押出形材５のアル
マイト処理後の搬送ラインに配置してアルマイト処理後の表面を撮像することで外観検査
することができるし、アルミ押出形材５の塗装処理後の搬送ラインに配置して塗装後の表
面を撮像することで外観検査することができる。
【００２５】
　図１に示す撮像装置１はアルミ押出形材５の上面を撮像するようにしてあるが、これに
限ることはなく、アルミ押出形材５の下面、側面を撮像するようにしても良い。
　また、撮像装置１を複数としてアルミ押出形材５の複数の面を撮像するようにしても良
い。
　この場合には、１つの面の画像に基づいて良品、不良品をそれぞれ判定する。
【００２６】
　前記照明装置２は、ＬＥＤなどの照明具２ａを複数備え、その各照明具２ａは光を照射
する向きをそれぞれ調整可能で、アルミ押出形材５の表面形状に応じて光を照射する向き
を調整して段差のある表面を撮像装置１で良好に撮像できるようにしてある。
　例えば、図２に示すようにアルミ押出形材５の表面形状が高い部分５ａと低い部分５ｂ
を有する段差のある場合には、一方の照明具２ａは高い部分５ａに光が当たるように調整
し、他方の照明具２ａは低い部分５ｂに光が当たるように調整することで両方の部分の明
るさを同一とする。
　つまり、照明具２ａが１つで高い部分５ａに光を当てると低い部分５ｂが高い部分５ａ
の影となって低い部分５ｂに光が当たらずに暗くなるので、その低い部分５ｂを撮像でき
ないことがある。
【００２７】
　このようにすることで、段差のある表面を撮像装置１で均一の条件で撮像し、その段差
のある表面の表面状態を正確に検査できる。
　前述の照明具２ａの調整については、人によっても良いが、アルミ押出形材の形状情報
に基づいて設定するようにすることが好ましい。
【００２８】
　前記照明装置２は前述したもの以外に、例えば太陽光を利用することもできる。この場
合、太陽光を光ファイバーで受け、光ファイバーを通して検査面を照射する。その場合、
太陽光と光量と光の指向性を制御する装置を介して照明装置に太陽光を利用する。
　なお、前述の照明装置２を設けずに、この外観検査装置を設置した空間内の光のみとし
ても良い。
【００２９】
　前記撮像装置１で撮像された画像は、画像取込部６で取り込まれ、アルミ押出形材５の
表面の外観欠陥がある場合には、その画像に押出し方向と直角方向に輝度の異なる部分と
して押出し方向に沿って連続した帯状に表れる。
　つまり、アルミ押出形材の表面の外観欠陥がある部分とない部分は、明るさが異なるか
ら、前述の画像に、外観欠陥に応じた輝度の異なる帯状の部分が生じる。
　前記画像を前処理部７で検査し易いように編集する。
【００３０】
　前記アルミ押出形材５は押出機４から連続して押し出される際に、その押出し方向と直
角方向に振れ動き、その振れ動いているアルミ押出形材５を撮像装置１が撮像するので、
取り込まれた画像は、押出し方向に沿って波状となって前述の帯状の部分が押出し方向に
沿って直線状ではなく波状となる。
　この場合には、前処理部７で画像修正して帯状の部分を押出し方向に沿って直線状とす
る。
　なお、アルミ押出形材５の振れ動きと同期して撮像装置１を振れ動き方向に機械的に揺
動することで、ぶれのない画像を取り込むことも可能である。
【００３１】
　前記演算部８は、前述したアルミ押出形材５の表面の取込み画像における検査領域内の
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輝度の差に基づいて種々の値を演算する。
　例えば、第１・第２・第３・第４・第５演算部８１，８２，８３，８４，８５を備えて
いる。
　前記評価部９は、演算部８で演算した種々の値と各演算処理部１０１～１０５ごとに設
定した種々の判定基準値を比較することで評価する。
　例えば、第１・第２・第３・第４・第５評価部９１，９２，９３，９４，９５を備えて
いる。
【００３２】
　前記第１演算部８１の演算と第１評価部９１の判定について説明する。
　図３に示すように、取込み画像の検査領域ａには、押出し方向Ａと直角な方向Ｂに輝度
が異なる部分ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆが存在し、その部分ｃ，ｅは押出し方向Ａに沿った帯状
である。
　第１演算部８１は前述の各部分ｂ～ｆの輝度を検出し、その最大輝度と最小輝度の差（
最大輝度差）Ｘ１を算出する。
【００３３】
　前記第１評価部９１は第１の輝度差判定基準値Ｃ１と第２の輝度差判定基準値Ｃ２を備
え、その第２の輝度差判定基準値Ｃ２は第１の輝度差判定基準値Ｃ１よりも大きい値であ
る。
　そして、最大輝度差Ｘ１が第１の輝度差判定基準値Ｃ１よりも小さければ良品の可能性
が高いと評価する。
　前記最大輝度差Ｘ１が第１の輝度差判定基準値Ｃ１以上で、第２の輝度差判定基準値Ｃ

２よりも小さければ中間品と評価する。
　前記最大輝度差Ｘ１が第２の輝度差判定基準値Ｃ２以上であれば不良品の可能性が高い
と評価する。
【００３４】
　前述の第１演算部８１と第１評価部９１とによって、アルミ押出形材５の表面に、過度
のストリークと称される外観欠陥、肌荒れと称される外観欠陥が生じ、それによって表面
状態が製品として使用できない程度に悪いかどうかを検出する。
　すなわち、アルミ押出形材の表面に生じたストリークと称される外観欠陥部分と他の部
分とは光の反射の程度が異なるので、前述の取込み画像に輝度の異なる帯状の部分が生じ
、その輝度の差が大きければ前述のストリークと称される外観欠陥が著しいことになる。
【００３５】
　つまり、前述の第１演算部８１と第１評価部９１は、画像の明るい部分と暗い部分の輝
度差を判定基準値と比較して評価する第１の画像処理部である。
【００３６】
　前記第２演算部８２の演算と第２評価部９２の判定を説明する。
　前記第２演算部８２は、第１演算部８１と同様に図３に示す検査領域ａにおける最大輝
度と最小輝度を検出し、その最大輝度に対する最小輝度の割合（最小輝度／最大輝度）、
つまり輝度差割合Ｘ２を算出する。
　前記第２評価部９２は第１の輝度差割合判定基準値Ｄ１と第２の輝度差割合判定基準値
Ｄ２を備え、その第１の輝度差割合判定基準値Ｄ１と第２の輝度差割合判定基準値Ｄ２よ
りも大きい。
【００３７】
　そして、輝度差割合Ｘ２が第１の輝度差割合判定基準値Ｄ１以上であれば良品の可能性
が高いと評価する。
　前記輝度差割合Ｘ２が第１の輝度差割合判定基準値Ｄ１よりも小さく、第２の輝度差割
合判定基準値Ｄ２以上であれば中間品と評価する。
　前記輝度差割合Ｘ２が第２の輝度差割合判定基準値Ｄ２よりも小さい場合には不良品の
可能性が高いと評価する。
【００３８】
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　前述の第２演算部８２と第２評価部９２とによって前述の第１演算部８１、第１評価部
９１で検出できなかった過度のストリークと称される外観欠陥、肌荒れと称される外観欠
陥が検出でき、それによって表面状態が製品として使用できない程度に悪いかどうか検出
する。
　すなわち、アルミ押出形材の表面全体の明暗の差によって前述のストリークと呼ばれる
外観欠陥の見え方が異なり、暗い方が明るい方よりも目立つ。このために、アルミ押出形
材の表面全体が暗い場合には前述の輝度差が判定基準値よりも小さい場合でもストリーク
と呼ばれる外観欠陥が目立つので不良品の可能性が高いとする必要があるが、前述の第１
演算部８１、第１評価部９１では確実に検出することができない。
　そこで輝度差割合によって輝度差にアルミ押出形材の表面全体の明暗を加味することで
、輝度差が判定基準値よりも小さくとも輝度差割合が小さければ不良品の可能性が高いと
評価するようにした。
【００３９】
　つまり、第２演算部８２と第２評価部９２は、画像の明るい部分と暗い部分の輝度差の
割合（最小輝度／最大輝度）を判定基準値と比較して評価する第２の画像処理部である。
【００４０】
　前記第３演算部８３の演算と第３評価部９３の判定について説明する。
　図４に示すように画像の検査領域ａを押出し方向Ａと直角な方向Ｂに複数の検査ブロッ
クに等分割する。例えば、第１・第２・第３検査ブロックａ－１，ａ－２，ａ－３に分割
する。
　各分割した検査ブロック毎に、前述したと同様に輝度を検出して最大輝度と最小輝度の
差（最大輝度差）をそれぞれ算出する。例えば、前述した、第１・第２・第３検査ブロッ
クａ－１，ａ－２，ａ－３の最大輝度差をそれぞれ算出する。
　各最大輝度差と設定した輝度差閾値をそれぞれ比較し、最大輝度差が輝度差閾値以上の
検査ブロックの数を算出し、その数を全体の検出ブロックの数で割算して検査ブロック輝
度差Ｘ３（輝度差閾値を超えた検査ブロック数／総検査ブロック数）を算出する。例えば
、第１・第２検査ブロックａ－１，ａ－２の最大輝度差が輝度差閾値以上の場合には、検
査ブロック輝度差Ｘ３は０．６７（２／３）である。
【００４１】
　前記第３評価部９３は第１の検査ブロック輝度差判定基準値Ｅ１と第２の検査ブロック
輝度差判定基準値Ｅ２を備え、第２の検査ブロック輝度差判定基準値Ｅ２は第１の検査ブ
ロック輝度差判定基準値Ｅ１よりも大きい値である。
　そして、検査ブロック輝度差Ｘ３が第１の検査ブロック輝度差判定基準値Ｅ１よりも小
さければ良品の可能性が高いと評価する。
　前記検査ブロック輝度差Ｘ３が第１の検査ブロック輝度差判定基準値Ｅ１以上で第２の
検査ブロック輝度差判定基準値Ｅ２より小さい場合は中間品と評価する。
　前記検査ブロック輝度差Ｘ３が第２の検査ブロック輝度差判定基準値Ｅ２以上の場合は
不良品の可能性が高いと評価する。
【００４２】
　前述の第３演算部８３と第３評価部９３とによって肌荒れと称される外観欠陥を検出し
、それによって表面状態が製品として使用できない程度に悪い時に不良品とする。
　すなわち、アルミ押出形材の表面全体（押出し方向と直角方向の全域）に亘って細かい
凹凸が狭い幅で生じた場合を肌荒れと称する表面欠陥としている。
　この場合には、画像上に狭い幅で輝度の異なる部分が押出し方向と直角な方向に多数存
在するので、その画像を複数の検査ブロックに区分し、その検査ブロック輝度差が判定基
準値以上である検査ブロックの数が多いことになるので、前述のようにすることで肌荒れ
と称する表面欠陥を検出することができる。
【００４３】
　つまり、前述の第３演算部８３と第３判定部９３は、画像を複数の検査ブロックに分割
し、その検査ブロック毎の輝度差を算出し、輝度差閾値以上の輝度差を有する検査ブロッ
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クの数を判定基準値と比較して評価する第３の画像処理部である。
【００４４】
　前記第４演算部８４の演算と第４評価部９４の判定について説明する。
　図４に示すように、画像の検査領域ａを複数の検査ブロックに分割する。例えば、第１
・第２・第３検査ブロックａ－１，ａ－２，ａ－３に分割する。
　各分割した検査ブロック毎に、押出し方向と直角な方向の輝度を順次検出して平均輝度
をそれぞれ検出する。
　そして、それぞれ検出した各検査ブロック毎の平均輝度を比較して最も大きな平均輝度
（最大平均輝度）と最も小さな平均輝度（最小平均輝度）の差（最大平均輝度差）Ｘ４を
算出する。
【００４５】
　第４評価部９４は第１の最大平均輝度差判定基準値Ｆ１と第２の最大平均輝度差判定基
準値Ｆ２を備え、この第１の最大平均輝度差判定基準値Ｆ１は第２の最大平均輝度差判定
基準値Ｆ２よりも小さい（Ｆ１＜Ｆ２）値である。
　そして、最大平均輝度差Ｘ４が第１の最大平均輝度差判定基準値Ｆ１よりも小さい時に
は良品の可能性が高いと評価する。
　前記最大平均輝度差Ｘ４が第１の最大平均輝度差判定基準値Ｆ１以上で、第２の最大平
均輝度差判定基準値Ｆ２よりも小さい時には中間品と評価する。
　前記最大平均輝度差Ｘ４が第２の最大平均輝度差判定基準値Ｆ２以上の時には不良品の
可能性が高いと評価する。
【００４６】
　前述の第４演算部８４と第４評価部９４とによってストリークと称される外観欠陥を検
出する。
【００４７】
　つまり、前述の第４評価部８４と第４評価部９４は、画像を複数の検査ブロックに分割
し、その検査ブロック毎の平均輝度に基づいて最大平均輝度差を算出し、その最大平均輝
度差を判定基準値と比較して評価する第４の画像処理部である。
【００４８】
　前記第５演算部８５の演算と第５評価部９５の評価について説明する。
　図５（ａ）に示すように、画像の検査領域ａ内に、その検査領域ａの全幅（押出し方向
と直角な方向の寸法）Ｈよりも小さい幅Ｈ１に小領域Ｙ（斜線部分）を設定する。
　この小領域Ｙを図５（ａ）に示す幅方向一端から図５（ｂ）、（ｃ）に示すように幅方
向他端まで所定の移動量Ｌ１毎に順次移動し、その移動した小領域Ｙ毎に前述と同様に幅
方向に微小間隔毎の輝度を検出する。この移動量Ｌ１は前述の小領域Ｙの幅Ｈ１よりも小
さい。
　前述した各小領域Ｙ毎に、その小領域内の最大輝度と幅方向両端の輝度を抽出し、その
最大輝度と一端の輝度の差、その最大輝度と他端の輝度の差をそれぞれ算出し、それぞれ
の輝度差を加算して各小領域における輝度の尖度を検出する。
　そして、算出した各小領域における輝度の尖度における最大値（最大輝度尖度値）Ｘ５

を算出する。ここで、幅方向とは小領域Ｙが移動する方向である。
【００４９】
　前記第５評価部９５は、第１の輝度尖度判定基準値Ｇ１と、第２の輝度尖度判定基準値
Ｇ２を備え、第１の輝度尖度判定基準値Ｇ１は第２の輝度尖度判定基準値Ｇ２よりも小さ
い値（Ｇ１＜Ｇ２）である。
　そして、最大輝度尖度値Ｘ５が第１の輝度尖度判定基準値Ｇ１よりも小さい時には良品
の可能性が高いと評価する。
　前記最大輝度尖度値Ｘ５が第１の輝度尖度判定基準値Ｇ１以上で、第２の輝度尖度判定
基準値Ｇ２よりも小さい時には中間品と評価する。
　前記最大輝度尖度値Ｘ５が第２の輝度尖度判定基準値Ｇ２以上の時には不良品の可能性
が高いと評価する。
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【００５０】
　前述の第５演算部８５と第５評価部９５によってダイスマークと呼ばれる外観欠陥を検
出し、それによって表面状態が製品として使用できない程度に悪い時に不良品とする。
　すなわち、アルミ押出形材の表面の一部分に、他の部分よりも特に明るい帯状の部分が
ある場合をダイスマークと称する外観欠陥としている。
　この場合、画像上に、特に明るい帯状部が存在するので、前述のように画像（検査領域
）における複数の少領域の輝度尖度を算出し、その最も大きな輝度尖度が判定基準値以上
であれば、前述の特に明るい帯状部が存在することになるので、アルミ押出形材の表面に
生じたダイスマークと称される外観欠陥を検出して不良品とすることができる。
【００５１】
　つまり、前述の第５演算部８５と第５評価部９５は、画像の複数の小領域毎の輝度尖度
を算出し、その最も大きな輝度尖度を判定基準値と比較して評価する第５の画像処理部で
ある。
【００５２】
　前述の第１・第２・第３・第４・第５の画像処理部１０１～１０５で判定基準値と比較
して、良品、中間品、不良品の可能性を評価したものに基づいて物品の良品、不良品、中
間品を判定するために、前述した画像処理装置３に図１に示すように重みつけ部２０を設
けている。この重みつけ部２０は、５つの画像処理部の検出したものを総合して判定する
ためのものであり、その重みつけされた値をもとに判定部３０によって、最終的な判定で
ある物品の良品、不良品、中間品の判定を行う。
【００５３】
　次に、前述の重みつけ部２０について説明する。
　前述の重みつけ部２０は、各画像処理部で評価された値に予め設定した係数を乗じ、そ
の評価を、重みをつけた値とする。
　そして、各係数を乗じて重みをつけた値とした評価を、判定部３０で加算し、その加算
した値と判定基準値を比較して物品を最終的に良品、中間品、不良品と判定する。
　つまり、評価において、良品の可能性が高いときの評価を大きな数字とし、不良品の可
能性が高いときの評価を小さな数字とする場合、各係数を乗じた値を加算した値が、判定
基準値（基準として設定した数字）以上であれば、良品であると判定される。下回った場
合には、不良品と判定される。
　中間品と判定したい場合には、前述の判定基準値を大、小の２つ設定し、前述のように
して加算した値がその２つの判定基準値の間の場合に中間品と判定するようにすれば良い
。
　また、評価において、不良品の可能性が高いときの評価を大きな数字とし、良品の可能
性が高いときの評価を小さな数字とする場合には、前述とは反対に、加算した値が、判定
基準値以上であれば不良品であると判定され、下回った場合には良品と判定される。中間
品については上記と同様に判定基準値を２つ設ける。
【００５４】
　例えば、第１～第５評価部９１～９５で評価した値に、それぞれ予め設定した係数を乗
じて評価に重みをつける。
　この係数は、例えば第１～第５評価部９１～９５での評価が物品の外観に及ぼす影響度
に応じて設定する。具体的には、影響度が大きければ係数を大きく、小さければ係数を小
さくする。つまり、重みつけに用いる係数は、物品の判定が作業者による目視と同等とな
るようにする。
　その一例としては、目視で不良品と判定されるアルミ押出形材を実際に外観検査装置で
検査し、不良品と判定するように係数を設定する。
　つまり、重みつけによっていずれかの画像処理部で不良品の可能性が高いと評価しても
、良品判定となることがある。
　このように重みつけを行ったもので判定することで、ストリークやダイスマーク、肌荒
れといった外観欠陥を確実に見つけることができる。また、その外観欠陥の種類を特定す
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ることも可能となる。
【００５５】
　外観欠陥があった場合、制御部に信号を送って押出機４を停止、又は押出速度の制御な
どを自動的に行うようにしても良い。
　このようにすれば、不良品の量を減らすことが可能である。
【００５６】
　また、アルミ押出形材は後工程でアルマイト処理や塗装処理等の表面処理が行われるが
、この表面処理の種類に合わせた判定をすることが可能となる。
　例えば、アルミ押出成形したアルミ押出形材をアルマイト処理や塗装処理（つまり、表
面処理）したことによって、その表面処理の種類によっては、第１の画像処理部による検
査結果は外観欠陥になる影響が小さいといった場合がある。このときには重みつけによっ
て、第１の評価の重要度を低くする。反対にその表面処理にはどうしても第２の画像処理
部による評価が重要であるときには、その重要度を高くする。
　これによって、表面処理に合わせた判定を行うことができ、単に良品、不良品というだ
けでなく、表面処理を加味することができるので、外観欠陥による処分量を減少すること
ができる。
【００５７】
　前述の説明において、良品とは製品として使用できる良好な外観であるアルミ押出形材
のことで、不良品とは製品として使用できない程度の外観欠陥があるアルミ押出形材のこ
とで、中間品とは機械的な検査では良品、不良品と判定できない程度の外観欠陥があるア
ルミ押出形材のことである。
　良品、不良品の判定とは、良品、中間品、不良品のうち、少なくとも良品が含まれる判
定を良品の判定とし、少なくとも不良品が含まれる判定を不良品の判定とする。
　また、前述の説明において画像処理部での評価とは、例えば段階的な評価が考えられる
。段階的な評価を５段階とした場合、良品の可能性の高いものを５、良品の可能性が少し
高いものを４、どちらかというと良品のものを３、不良品の可能性が少し高いものを２、
不良品の可能性の高いのものを１、などとして評価される。
【００５８】
　前述のように画像処理装置３で中間品、不良品を判定した場合はその旨を作業者に知ら
せる。例えばモニタ４０に中間品、不良品を表示すると共に、その時の画像を表示する。
良品と判定した場合には、そのまま押出し作業を継続しても問題がないので、作業者には
知らせない。
　前記、アルミ押出形材が不良品の場合には、作業者が押出機４を停止等して押出し作業
を中断して外観欠陥の発生防止処置を行い、再び押出機４を稼動して押出し作業する。
　また、前述の、アルミ押出形材が中間品の場合には、作業者が目視による外観検査を行
い、不良品ならば前述のことを行う。
　前記画像処理装置３と押出機４の制御部（図示せず）を電気的に接続し、前述のように
不良品、中間品と判定した場合には制御部に信号を送って、押出機４を停止、又は押出速
度の制御などを自動的に行うようにしても良い。
　このようにすれば、不良品の量を減らすことが可能である。
　なお、良品と判定した場合にもモニタ１０に表示するようにしても良い。
【００５９】
　前述のアルミ押出形材の外観欠陥の検査は、押出し成形したアルミ押出形材をアルマイ
ト処理した後、塗装処理した後（つまり、表面処理した後）に行うようにしても良い。
　前述のように外観欠陥を検査するには、前述した画像処理装置３に図１に示すように重
みつけ部２０を設け、第１・第２・第３・第４・第５評価部９１～９５の判定に表面処理
に応じた重み（重要度）を設定すれば良い。
　例えば、アルマイト処理皮膜の厚さ、ゴールド、ホワイトなどの塗装する色に応じて第
１～第５評価部９１～９５の判定基準値の大きさを設定し、不良品と判定する外観欠陥に
よる表面状態の良し悪しの程度を表面処理に応じて変更する。
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【００６０】
　また、この外観検査装置をアルミ押出し直後とアルマイト処理等の表面処理後の両方に
設置して、アルミ押出し直後に検査して良品判定としたアルミ押出形材が表面処理後に不
良品となっているかを確認して、良品となっている場合にはそのまま良品とし、不良品と
なっている場合には、重みつけの変更などによって外観欠陥の再発を防止するようにもで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】外観検査装置の構成説明図である。
【図２】照明装置の詳細説明図である。
【図３】画像検査領域の輝度を検出する説明図である。
【図４】画像検査領域の輝度を検出する説明図である。
【図５】画像検査領域の輝度を検出する説明図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１…撮像装置、２…照明装置、２ａ…照明具、３…画像処理装置、４…押出機、５…ア
ルミ押出形材、７…前処理部、８…演算部、９…評価部、１０…演算処理部、２０…重み
つけ部、３０…判定部、４０…モニタ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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